


   久喜市一般小口資金融資に関する規則等の一部を改正する規則 

 （久喜市一般小口資金融資に関する規則の一部改正） 

第１条 久喜市一般小口資金融資に関する規則（平成２２年久喜市規則第１５４

号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号、様式第５号、様式第６号及び様式第９号中「㊞」を削る。 

 （久喜市特別小口資金融資に関する規則の一部改正） 

第２条 久喜市特別小口資金融資に関する規則（平成２２年久喜市規則第１５５

号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号、様式第５号、様式第６号及び様式第９号中「㊞」を削る。 

 （久喜市中小企業近代化資金融資に関する規則の一部改正） 

第３条 久喜市中小企業近代化資金融資に関する規則（平成２２年久喜市規則第

１５６号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号、様式第５号、様式第６号及び様式第９号中「㊞」を削る。 

 （久喜市営久喜駅前駐車場条例施行規則の一部改正） 

第４条 久喜市営久喜駅前駐車場条例施行規則（平成２２年久喜市規則第１５７

号）の一部を次のように改正する。 

  様式第２号、様式第４号及び様式第６号中「㊞」を削る。 

 （久喜市勤労者住宅資金貸付規則の一部改正） 

第５条 久喜市勤労者住宅資金貸付規則（平成２２年久喜市規則第１６１号）の

一部を次のように改正する。 

  様式第１号中「㊞」を削る。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 
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